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新型インフルエンザ患者発生時における対応について（依頼） 

 

保護者のみなさま方には、平素より保育所の運営につきまして、ご理解ご協力を

いただきありがとうございます。 

さて、新型インフルエンザが全国的に流行しています。 

本町におきましても、保育所に入園しているお子さんに※新型インフルエンザ様

症状が発生した場合には、必要に応じて保健所に連絡することとなっています。 

また、流行の状況に応じては保健所の指導により臨時休業の検討も必要となる場

合がありますので、併せてご了解いただきますようお願いします。 

なお、各保育所では、下記の指導を徹底します。お子さまの健康・衛生管理の習

慣づけができるよう家庭でもご協力をお願いします。 

 

記 

 

１、 手洗い・うがいの徹底 

☆『手のひら』『手の甲』『指先・爪の間』『各指の間』など、手首まで石鹸

をつけて流水で十分洗い流す 

 

２、 感染しにくいように規則正しい生活習慣を守る 

☆バランスよく十分な栄養をとり、体力や抵抗力を高める 

☆検温などの健康管理を意識した日常生活 

 

３、 不要不急な外出を控える 

☆人ごみ（遊園地など）への外出を控える 

 

４、 咳・くしゃみのエチケット（ハンカチ・ポケットティッシュの携帯） 

☆マスクの使用やティッシュなどで口と鼻を覆う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の流行は、全国的に拡大する可能性が高まっております。 
風評などによって、周囲の感染者の人権に関わるような中傷や 

過敏な反応による混乱のないようご注意いただきますようお願い 
します。 

もし、ご家族が感染した場合には、 

 
 

できるだけ保育所へ連絡していただきますようお願いします 

保育所では、お子さまの健康の様子を慎重に観察します。 

ご家庭と保育所で連絡をとりながら、抵抗力低下への配慮が必要

です。ご家庭では、朝夕の検温をお願いします。 

もし、お子様が感染した場合には、 

 
 

必ず保育所へ連絡してください 

また、感染経路などの検証のため、保育所から簡単な行動調査（電

話での聴き取り程度）を依頼する場合がありますので、ご協力をお

願いします。 

発熱・咳の症状がある場合には、 

 

 

すぐに医師へ連絡し、診察を受けてください 

※ 基礎疾患（ぜんそく・気管支炎など）のある場合には、 

あらかじめ、かかりつけの医師によく相談しておいてください。


